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１

は
じ
め
に

「
公
益
法
人
制
度
改
革
３

法
」
が
平
成
１８
年
５
月
２６
日
に

国
会
で
成
立
し
、
平
成
２０
年
１２

月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い

る
。改

革
３
法
と
は
、
①
一
般
社

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
、「
一

般
社
団
・
財
団
法
人
法
」
。
単

に
「
法
人
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
る
。
）
、
②
公
益
社
団
法
人
及

び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
、「
公

益
法
人
認
定
法
」
）
、
③
一
般
社

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
、「
整
備

法
」
）
の
３
つ
を
い
う
。

施
行
日
か
ら
５
年
間
は
「
移

行
期
間
」
と
さ
れ
、
現
行
の
公

益
法
人
は
、
こ
の
期
間
内
（
平

成
２５
年
１１
月
３０
日
ま
で
）
に
必

要
な
手
続
き
を
行
い
、
新
制
度

に
移
る
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
制
度
改
正
は
、
公
益

法
人
が
民
法
で
定
め
ら
れ
て
以

来
１
１
０
年
ぶ
り
の
改
正
で
あ

り
、
平
成
１６
年
１２
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
今
後
の
行
政
改
革

の
方
針
」
に
沿
っ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
①
現
行
の
公
益

法
人
の
設
立
に
係
る
許
可
主
義

を
改
め
、
法
人
格
の
取
得
と
公

益
性
の
判
断
を
分
離
す
る
こ
と

と
し
、
公
益
性
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
準
則
主
義
（
登
記
）
に

よ
り
簡
便
に
設
立
で
き
る
一
般

的
な
非
営
利
法
人
制
度
が
創
設

さ
れ
、
②
各
官
庁
が
裁
量
に
よ

り
公
益
法
人
の
設
立
許
可
等
を

行
う
主
務
官
庁
制
を
抜
本
的
に

見
直
し
、
民
間
有
識
者
か
ら
な

る
委
員
会
の
意
見
に
基
づ
き
、

一
般
的
な
非
営
利
法
人
に
つ
い

て
目
的
、
事
業
等
の
公
益
性
を

判
断
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ

た
。こ

の
間
、
公
益
等
認
定
等
に

関
す
る
運
用
に
つ
い
て
（
い
わ

ゆ
る
、「
公
益
認
定
等
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
）（
平
成
２０
年
４
月
１１

日
）
、「
移
行
認
定
又
は
移
行
認

可
の
申
請
に
当
た
っ
て
定
款
の

変
更
の
案
を
作
成
す
る
に
際
し

特
に
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い

て
」（
平
成
２０
年
１０
月
１０
日
）、「
移

行
認
定
の
た
め
の
『
定
款
の
変

更
の
案
』
作
成
の
案
内
」
（
平

成
２０
年
１０
月
１０
日
）
な
ど
が
、

国
か
ら
公
表
さ
れ
て
お
り
、
公

益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法
人

へ
移
行
す
る
場
合
の
、
具
体
的

な
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。

２

従
来
の
公
益
法
人
の
選
択
肢

従
来
の
公
益
法
人
は
、
平
成

２５
年
１１
月
３０
日
ま
で
に
、
一
般

社
団
・
財
団
法
人
に
移
行
す
る

か
、
公
益
社
団
・
財
団
法
人
に

移
行
す
る
か
、
ま
た
は
他
の
組

織
体
に
変
更
す
る
か
の
選
択
を

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ

の
間
は
「
特
例
民
法
法
人
」
と

し
て
、
引
き
続
き
従
来
通
り
の

取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
期
限
に
間

に
合
わ
な
い
と
、
解
散
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
法
人
格
が
失
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
既
に
改
正
法
が

施
行
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
移
行
申
請
の
進
捗
度
は
、
芳

し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

３

一
般
社
団
・
財
団
法
人
へ
の
移
行
手
続
き

と
こ
ろ
で
、
既
存
の
公
益
法

人
は
、
移
行
期
間
内
に
「
申

請
」
さ
え
す
れ
ば
簡
単
な
手
続

き
で
、
一
般
社
団
法
人
・
財
団

法
人
へ
移
行
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
答
え
は
、
否
で
あ
る
。

ま
ず
、
新
制
度
へ
移
行
す
る

た
め
に
は
、
新
た
に
一
般
社
団

・
財
団
法
人
と
し
て
の
運
営
組

織
の
確
立
が
必
要
と
さ
れ
、
定

款
や
設
置
機
関
の
見
直
し
な
ど

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
公
益
社
団
法
人
・
公

益
財
団
法
人
へ
の
移
行
を
目
指

さ
ず
に
一
般
社
団
・
財
団
に
留

ま
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、「
公

益
目
的
支
出
計
画
」
の
策
定
が

必
要
と
さ
れ
る
。

「
公
益
目
的
支
出
計
画
」
と

は
、
従
来
の
公
益
法
人
が
過
去

に
蓄
積
し
た
公
益
目
的
財
産

を
、
何
年
間
か
に
亘
り
、
公
益

目
的
の
た
め
に
支
出
さ
せ
る
た

め
の
計
画
を
い
う
。

従
来
の
公
益
法
人
の
中
に

は
、「
み
な
し
寄
付
金
」
制
度

や
低
税
率
な
ど
の
税
制
上
の
優

遇
措
置
を
受
け
、
内
部
留
保
が

潤
沢
な
法
人
も
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ら
の
法
人
が
、
規
制
の

緩
い
一
般
社
団
・
財
団
法
人
を

選
択
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
財

産
が
公
益
目
的
以
外
に
費
消
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
移
行
の
際
に
公
益

目
的
支
出
計
画
の
作
成
を
義
務

付
け
、
そ
れ
ま
で
に
内
部
留
保

し
た
公
益
目
的
財
産
額
（
法
人

の
純
資
産
額
を
基
礎
と
し
て
算

定
し
た
金
額
）
を
、
計
画
的
に

公
益
目
的
の
た
め
に
費
消
さ
せ

る
も
の
と
し
、
そ
れ
が
終
わ
る

ま
で
は
監
督
官
庁
の
監
督
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

公
益
目
的
支
出
計
画
を
作
成

す
る
に
当
た
り
、
法
人
が
複
数

の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合

に
は
、
事
業
の
種
別
毎
に
収
支

を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
、
従

来
、
税
務
上
の
観
点
か
ら
収
益

・
非
収
益
事
業
の
区
分
だ
け
を

行
っ
て
き
た
法
人
は
、
改
め

て
、
よ
り
精
緻
な
事
業
の
種
別

毎
の
収
支
の
把
握
が
必
要
不
可

欠
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
作
業
は
、
帳
簿
の
中
か

ら
経
費
を
事
業
毎
に
按
分
す
る

な
ど
、
か
な
り
手
間
が
掛
か
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ

が
明
確
で
な
い
と
公
益
目
的
支

出
計
画
が
作
成
で
き
ず
、
一
般

社
団
・
財
団
法
人
へ
の
移
行
が

出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。早

い
う
ち
に
、
作
業
に
取
り

掛
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

４

公
益
社
団
・
財
団
法
人
へ
の
移
行
手
続
き

一
方
、
従
来
の
公
益
法
人

が
、
公
益
社
団
・
財
団
法
人
へ

の
移
行
を
目
指
す
場
合
に
は
、

移
行
認
定
申
請
書
を
都
道
府
県

知
事
（
複
数
県
で
事
業
を
行
う

場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
）
宛

て
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
場
合
、
現
在
行
っ
て
い

る
事
業
の
う
ち
、
ど
の
事
業
を

公
益
目
的
事
業
と
し
て
選
ぶ
か

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

公
益
目
的
事
業
は
、
公
益
法

人
認
定
法
第
２
条
別
表
に
掲
げ

ら
れ
た
２３
種
類
の
い
ず
れ
か
の

事
業
を
い
い
、「
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ま
た
、
そ
の
公
益
法
人
が
補

助
金
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
の
事
業
に
要
す

る
費
用
を
償
う
額
を
超
え
る
収

入
を
得
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

（
こ
れ
を
「
収
支
相
償
」
と
い

う
）
、
し
か
も
費
用
全
体
に
占

め
る
公
益
目
的
事
業
の
実
施
費

用
の
ウ
ェ
イ
ト
が
、
５０
％
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。

５

認
定
公
益
法
人
と
一
般
公
益
法
人
と
の
課
税
の
差
異

公
益
法
人
を
、
課
税
の
取
扱

い
別
に
分
類
す
る
と
、
①
公
益

社
団
・
財
団
法
人
、
②
非
営
利

型
一
般
法
人
、
③
そ
れ
以
外
の

一
般
社
団
・
財
団
法
人
と
に
分

け
ら
れ
る
。

�
法
人
税

公
益
社
団
・
財
団
法
人
と
非

営
利
型
一
般
法
人
に
つ
い
て

は
、
収
益
事
業
の
み
に
課
税
さ

れ
る
。

た
だ
し
、
公
益
社
団
・
財
団

法
人
は
、
実
施
し
て
い
る
事
業

が
、
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
３４

種
類
の
収
益
事
業
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
公

益
目
的
事
業
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
課
税
対
象

と
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。こ

こ
で
い
う
、
非
営
利
型
一

般
法
人
と
は
、
（イ）
剰
余
金
の
分

配
を
行
わ
な
い
旨
が
定
款
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

（ロ）
解

散
時
の
残
余
財
産
を
国
若
し
く

は
地
方
公
共
団
体
又
は
公
益
法

人
な
ど
に
帰
属
さ
れ
る
旨
が
定

款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

（ハ）
親
族
が
理
事
の
総
数
の
３

分
の
１
以
下
な
ど
の
要
件
を
満

た
す
一
般
社
団
・
財
団
法
人
を

い
う
。

そ
れ
以
外
の
一
般
社
団
・
財

団
法
人
は
、
普
通
法
人
と
同
様

な
課
税
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。�

「
み
な
し
寄
付
金
」
と
損

金
算
入
限
度
額

従
来
の
公
益
法
人
は
、
収
益

事
業
か
ら
公
益
事
業
に
対
し
て

支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
は

「
み
な
し
寄
付
金
」
と
し
て
所

得
金
額
の
２０
％
ま
で
が
損
金
算

入
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
改
正
後
で
は
、
公

益
社
団
・
財
団
法
人
で
は
、
所

得
金
額
の
５０
％
と
「
み
な
し
寄

付
金
」
の
い
ず
れ
か
多
い
方
が

損
金
算
入
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
収
益
事
業
か
ら

得
た
利
益
を
全
額
公
益
目
的
事

業
へ
支
出
す
れ
ば
、
法
人
税
は

課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

非
営
利
型
一
般
法
人
及
び
そ

れ
以
外
の
一
般
社
団
・
財
団
法

人
に
つ
い
て
は
、「
み
な
し
寄

付
金
」
の
取
り
扱
い
は
な
い
。

公
益
認
定
を
受
け
る
こ
と
の
最

大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
正
に
こ
こ

に
あ
る
。

�
利
子
・
配
当
等
の
源
泉
徴

収
非
営
利
型
一
般
法
人
、
そ
れ

以
外
の
一
般
社
団
・
財
団
法
人

が
利
子
・
配
当
等
を
受
取
る
と

き
は
、
支
払
い
側
で
所
得
税
等

が
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。と

こ
ろ
が
、
公
益
社
団
・
財

団
法
人
に
認
定
さ
れ
れ
ば
、
源

泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
メ
リ
ッ
ト
も
、
か
な
り
大

き
い
。

た
だ
し
、
公
社
債
の
利
子
等

（
預
金
利
子
は
、
特
に
手
続
き

は
不
要
）
に
つ
い
て
、
新
た
な

公
益
社
団
・
財
団
法
人
が
非
課

税
措
置
を
受
け
る
に
は
、
移
行

後
の
最
初
の
利
子
等
の
支
払
日

の
前
日
ま
で
に
、
改
め
て
移
行

後
の
法
人
名
で
非
課
税
申
告
書

を
税
務
署
長
あ
て
に
提
出
し
な

い
と
、
非
課
税
措
置
を
受
け
ら

れ
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
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